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開 会 午前９時３０分

ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しておりますので、これより総務建設常任委

員会を開会いたします。

皆さん、おはようございます。お盆を過ぎまして、それから９月議会が始まりまして、も

う本当にもう厳しい猛暑が続いております。先日まとまった雨が降りまして、少し気温が下

がりました。朝方は少しずつ何か涼しくなってきているような気配もありますけれども、昼

はまだまだ暑い日が続くことになろうかと思います。委員各位におかれまして、また理事者

の皆様、それから職員の皆様におかれましては、日々体調管理大変と思いますけれども、ぜ

ひとも健康管理しっかりしていただきまして、この夏を乗りきって、夏といいますかこれか

らの９月議会も乗りきっていけたらというふうに思っております。ということで、よろしく

お願いをいたします。

では、委員外議員のご紹介いたします。川村議員。

発言される場合は、必ず挙手をいただき、指名をいたしますので、マイクの発言ボタンを

押してからご起立いただき、必ずマイクを近づけてから発言されるようお願いをいたします。

また、会議出席者のタブレット端末等の情報通信機器の使用を認めておりますので、ご承

知おき願います。

では、ただいまより本委員会に付託されました付議事件の議事に入ります。

ここでお諮りをいたします。

議第59号及び議第60号の２議案につきましては、関連がございますので、一括議題、一括

質疑とし、討論、採決は１議案ごとに行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。よって、そのように委員会を運営することに決定いたしました。

それでは、議第59号及び議第60号の２議案を一括議題といたします。

本２議案につき、提案者の内容説明を求めます。

植田産業観光部長。

植田産業観光部長 皆さん、おはようございます。産業観光部の植田でございます。よろしくお願い

します。

して、一括して提案理由を申し上げます。

８年３月31日で指定管理者としての指定期間が満了となります。新たな指定期間、令和８年

４月１日から令和13年３月31日までの５年間における指定管理者の指定について、令和７年

駅かつらぎにつきましても１者の応募がございました。担当課による資格審査の後、７月31
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地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。添

付資料等、詳細につきましては、担当課長よりご説明させていただきます。

山岡農林課長。

山岡農林課長 皆様、おはようございます。農林課の山岡でございます。よろしくお願いいたします。

者の指定について説明させていただきます。手元の２の概要のほうで沿って説明させていた

だきます。

市農畜産物処理加工施設「郷土食 當麻の家」でございます。指定の期間は、令和８年４月

１日から令和13年３月31日までとなっております。その他、募集内容に係る詳細につきまし

ては、資料１として募集要項、こちらは選定のスケジュール、応募資格等について記載をし

ておるものでございます。そして、資料２として仕様書、こちらについては、施設の管理運

営業務の内容等について記載しておるものでございます。この２つの資料につきましては、

令和７年５月30日に公告いたしましてホームページに掲載しております、その資料と同じも

のを添付させていただいております。

続きまして、②申込み状況ということで、今回の公募に対する状況でございます。こちら

は１者のみでございました。

続きまして、③番、指定管理者選定委員会についてでございます。委員構成については６

名となりまして、要綱に基づきまして、学識経験者として奈良県中部農林振興事務所長を任

命させていただきました。ほかの委員につきましては、副市長、各関係部長を任命させてい

ただいておるところです。選定委員会のほうは、令和７年７月31日に開催させていただいて

いるところでございます。

続きまして、④の選定結果についてでございます。こちら指定管理者候補者といたしまし

ころでございます。審査点につきましては、780点満点中、529点でございました。指定候補

者の概要といたしまして、資料３の様式第６号、会社概要、そして指定期間の収支計画の概

要として資料４の様式８号、収支予算書、そして事業計画の概要として、資料５といたしま

して提案書、こちらそれぞれ株式会社農業法人當麻の家の申請書の写しをつけさせていただ

いております。この提案書の提案内容につきましては、応募の動機、意欲、また運営体制、

利用促進、利用拡大の取組内容等について、ご提案いただいたところでございます。

続きまして、⑤の基本協定（仮協定）でございます。現在、株式会社農業法人當麻の家と

当協定書によりまして、仮協定を締結しております。こちら資料６がこの基本協定書の写し

ということでつけさせていただいております。議案について議決いただきましたら、この仮

協定が本協定になる旨を示した基本協定書となっております。以上が農畜産物処理加工施設

の内容でございます。
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先ほどの農畜産物処理加工施設の説明と内容がかぶる部分については、省略させていただき

ます。

かつらぎでございます。指定期間も同じく令和８年４月１日から令和13年３月31日までとな

っております。その他、募集内容に係る詳細につきましては、同様に募集要項を仕様書に示

させていただいております。

続きまして、今回の公募に対する申込み状況でございます。こちらも１者のみでございま

した。

続きまして、３番、指定管理者選定委員会についてでございます。こちらについても、先

ほどと同じ選定委員会の中で同日に開催させていただいたところでございます。

780点満点中、530点でございました。指定管理者候補者、収支計画、事業計画の概要等につ

ております。

続きまして、⑤番、基本協定書（仮協定）でございます。こちらも、現在、株式会社道の

につきましても、議決をいただきましたら、仮協定が本協定になる旨を示した基本協定書と

なっております。

以上で説明のほうを終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

ただいま説明願いました本２議案に対する一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。

谷原委員。

谷原委員 おはようございます。よろしくお願いします。ちょっと声がかすれております。お聞き苦

しいところをご容赦お願いいたします。

さて、議第59号及び議第60号ですけれども、共通した質問をさせていただきたいと思いま

す、最初にですね。

１つは、先ほどありました募集に当たって何者の応募があったかということで、それぞれ

１者のみだということでありました。そこでお伺いしますが、指定管理者制度の場合、提案

書というのがあって、それで選定するわけですが、これは総務省などの通知で、広く指定管

理者を募集し、民間から様々な提案書をいただくことが、指定管理者制度の大きなメリット

であるというふうに言うとるわけです。ところが、たったそれぞれ１者ずつと、全国いろい

ろ道の駅事業やっているわけですから、これ一体、応募者を増やすために、どのような取組

２つ目はそれと関わって、周知の方法、ホームページでとありましたけれども、周知の方

法をどのように工夫されてきたのか。広く応募するための周知の方法、広く募集するための
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周知の方法、どういうことをやっておられたのか、これについてお伺いします。

３点目、要求水準書というか、協定書でもいいんですけれども、これまでやってこられた

道の駅の募集と今回、今回の応募に当たって何らかの大きな選定基準なり、要求水準書なり、

大きな変更があったのかどうか。これまでどおりの募集内容であったのか。これについて３

点お伺いします。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。ただいまの谷原委員さんの質問でございます。

まず１点目、応募者を増やすためにどのような取組を行ったかというところでございます。

こちらにつきましては、ガイドラインに基づきまして、今まで以上に応募期間を長く取らせ

ていただいたというところで、期間も広げまして、皆さんに周知させていただくことが、今

まで以上にできたのかなというふうに考えております。

また、どのような周知の方法にしたのかというところでございますが、こちらにつきまし

ては、ホームページのほう、周知というようなところで公平性といいますか、それ以上、特

にホームページ以外での周知というのは行っておらないところでございます。

あと３点目、要求、今の水準的なところで大きな変更があったのかというところでござい

ますけども、こちらについては、基本的に大きな変更というのはないところでございます。

以上でございます。

谷原委員。

谷原委員 最初に申し述べましたように、指定管理者制度を直営ではなくて、民間の指定管理者を指

定してやる場合、やっぱり民間の様々な創意を生かすということが、この制度の根幹であり

ます。ですから、なぜホームページだけなのか。いろいろ道の駅、県内でもいろんな業者や

っておられますよ。働きかける、提案書を出してもらう。出さない場合もありますよ、いろ

んな事情もあってね。でも、声かけぐらいはすべきやったと思うんですけれども、そこら辺

の判断はなぜホームページに限られたのか。これだけで大勢の募集があるというふうに考え

られたのか。この点について再度確認したいと思います。

それから、これまでどおりとあまり変わらないということですけれども、これは募集段階

ではっきりしてなかったらもうそれは結構なんですけども、例えば道の駅かつらぎの場合は、

やっぱり市内の事業者に対して、様々な売上げも含めて、市内の方々にもうけていただくと

いうことがあったと思います。市内の農産物の販売割合、市外、県外との割合、こうしたも

のは、要求水準書なり協定書の中に、こうしたものがあったのかどうか。これについて、あ

ったかないかということだけなので教えていただきたいと思います。

山岡課長。

山岡農林課長 応募についての内容でございます。委員おっしゃられるように、各事業者からの問合

せ等はいただいておるところでございます。また、我々のほうもどういう事業所があるのか

というようなところで、県内の道の駅等で委託されている事業者というのは、いろいろ調べ

させていただいた経過もございます。ただ、おっしゃられる働きかけというところについて

は、なかなかこの場でどう回答させていただいたらいいのか、あれなんですけども、一応業
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者については、我々もいろいろ調べさせていただいてたというところでございます。

あと、委託農産物の割合等の部分でございますけど、そちらは、協定書の仕様書のほうに

は記載しておりません。

以上でございます。

谷原委員。

谷原委員 最後のところの、市内、市外の販売割合、これ記載してないということでありますけれど

も、これは今後のことになろうかと思います。発足当初のことがありますので、今これが非

常に大きく崩れているいうふうに聞いています。これについても、また今後のことでありま

すので、これは今回はないと。これまでもなかったということになると思いますが、今回も

なかったというふうに承知しました。

意見ということになりますけれども、農畜産物処理加工所につきましては、これは地域性

というのがあるので、これは私は致し方ないかなと思います。指定管理についても、今回ほ

かの議案で出ていますけれども、例えば地域のコミュニティセンターとか、こういう地域性

の強いところは、１者だけということもあり得ようかと思いますが、例えば道の駅というふ

うに広く多くのところでやっておられる場合は、その提案を広く受け取ることが、新たな発

展につながることもあって、これは積極的に今やっておられる業者調べられたということで

すけれども、案内だけはできるじゃないですか。案内をこういう今公募していますと、ぜひ

ご提案くださいと。調べたんだったらその案内ぐらい送ったらどうだったでしょうね。私、

これもう１者ありきじゃ駄目ですよ。１者ありきじゃ。これ指定管理者制度の趣旨に反する。

このことだけ言っておきます。

ほかにありませんか。

西川委員。

西川委員 おはようございます。そしたら、両方一緒なんですけど、聞いていきたいと思いますけど、

これ既存の事業者さんが２者、１者ずつ応募されているということなんですけど、これでま

た、新たな何か提案というのがあったかどうかというところを教えていただきたいのと、コ

ロナ禍以降、令和５年以降、両方なんですけども、売上げと来場者数を、その推移を教えて

いただきたいというところと、あと、市内でやっぱり雇用の創出というところも、これだい

ぶ寄与していただいていると思うんで、その辺の雇用をどれだけまた新たに創出、これ明日

香村とも今商工会のほうとかもいろいろと協働してやられていると思うんですけど、市内の

雇用の創出というところでどういうふうな形で寄与されているかというのをお聞かせくださ

い。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。ただいまの質問でございます。

それぞれの提案内容というところで新しくどういう提案があったかというようなところな

んですけども、基本的には、今現状推し進めているものを更に進めるというようなところが

基本ベースにはなってくると思いますけども、例えば「當麻の家」さんのほうの提案といた

しましては、具体的に言いますと、今後、提案書にも載っていたかと思うんですけども、キ
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クイモのチーズケーキを今後商品化されたり、あと畑の八百屋さんというような形での取組、

地場産の農家が作ったものを要は個人で刈取りまで、収穫までしてもらうというようなとこ

ろでのイベントの企画等を今後考えられているというような提案等がいただいたところでご

ざいます。

あと、道の駅かつらぎにつきましては、やはりしあわせの森公園というところがあります

ので、その辺の活用というのを今後も更に進めながら、様々なイベント等に取り組んでいき

たいというようなところ、また、防災の拠点としても今後は一層、考えていきたいというよ

うなこともおっしゃられていたところでございます。

あと、入場者数のほうでございます。こちらは数字を挙げさせていただければいいかと思

うんですけども、まず農畜産物加工所につきましては、例えば令和４年度から申し上げます

と、客数は18万5,900人、令和５年度は18万4,000人、令和６年度は18万8,000人と、ほぼ横

ばい、やや増というようなところもあるところでございます。あと道の駅かつらぎのほうに

つきましては、令和４年度が50万1,000人、令和５年度は51万4,000人、令和６年度は53万

5,000人というようなところで、こちらは着実に数字は増えていっているところでございま

す。

あと、雇用の創出というところでございます。こちらにつきましては、市内、市外の雇用

の割合というようなところで聞いておるところで申し上げますと、「當麻の家」のほうでは、

雇用は約50名いらっしゃる、48名中25名というようなところで市内の方がいらっしゃると。

あと、道の駅かつらぎにつきましては、現時点で60名いらっしゃるんですけど、そのうち50

名が市内の方の雇用があるというようなところで、市内の雇用についても積極的に進めてい

ただいているところかなと考えております。

以上でございます。

あと、委員が売上げについても聞かれてたと思いますが。

山岡農林課長 売上げでございます。こちらも令和４年度から申し上げます。農畜産物加工所につき

ましては２億3,733万円、令和５年度につきましては２億3,701万6,000円、そして令和６年

度につきましては２億4,553万1,995円の売上げとなっております。

続きまして、道の駅かつらぎでございます。こちらも令和４年度から答えさせていただき

ます。令和４年度は13億2,063万4,000円、令和５年度は13億8,339万9,000円、令和６年度は

14億6,864万4,000円というようなところになっております。

以上でございます。

西川委員。

西川委員 新たな提案というところで、「當麻の家」のほうとかでしたら体験型の畑をやられて、畑

で収穫までされるとか、キクイモのチーズケーキといろいろ本当に体験型というか、そうい

うところで重視されていって、そういう顧客を獲得しようかなというようなことが見えまし

た。しあわせの森公園、道の駅かつらぎのほう、しあわせの森公園、これもいろいろと芝桜

まつりとかいろいろとイベントもしていただいておるところで、集客も僕も見させていただ

きましたけど、集客もかなり増えてきているというところでございます。道の駅のほうのし
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あわせの森公園のほうには、もうちょっとやっぱりしっかりと手を入れていかなければいけ

ないなと、これは課題でもありますし、そこはもっとこれから、これ市のほうもしっかりと

していかなあかんのかなと思います。それはそうですけど、これあれですね、やっぱり売上

げと来客数、「當麻の家」のほうは、ずっと平均的にずっと大体一緒ぐらいのペースで来ら

れていますけども、道の駅かつらぎは結構やっぱり毎年１万ずつぐらい来客数も増えて、も

う売上げに関しましても、ほぼほぼ15億に手の届くところに来ているんかなと思います。順

調に伸ばしていただいて、これ本当にありがたいことかなと思っておるところでございます。

聞かせていただいてね。

もう１個、売上げとかに関してはいいんですけど、市内の雇用の創出なんですけど、これ

は道の駅かつらぎは60名で50名ぐらいは市内の人と。「當麻の家」は48名で25名市内の人と。

思っているんですけど。順調に増えてんねやったらいいかなと思うんですけどね。分かるん

やったら答えていただきたい。

そうですね。推移のデータとかはつかんでおられるんですかね。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。

ただいまの現時点での人数は確認はしたんですけども、推移というところでは、数字のほ

うは確認取れておりませんが、ただ地元の採用というところでは、積極的に進めていただい

ておりますので、基本的にその部分については気にしながらの採用というようなところで対

応していただいているところかと思います。

以上でございます。

西川委員。

西川委員 またそのデータも１回調べておいていただいて、やっぱりここの雇用の創出というところ

がやっぱりもともとそこに事業所、道の駅かつらぎにしたって、「當麻の家」にしたって、

ろもありますので、そこに関しましては、またデータのほうを教えていただきたいなと思い

ます。

以上です。

雇用の創出につきましても、売上げ、来場者と同じようにやっぱり非常に重要なことだ

と思いますので、推移しっかりとそれはまた出して、委員会のほうに報告、お願いをしたい

と思います。

ほか、ございませんでしょうか。

増田委員。

増田委員 おはようございます。「當麻の家」の特徴っていいますか、持っているいいところってい

いますか、ほかの道の駅にないということを言うと、ここの名前にも書いていますように、

農産物処理加工施設とこういうふうに書いています。非常にほかにないといいますか、製粉
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をする機械が備わっているとか、非常にこういうもので、新たな商品開発ができるみたいな、

ベースになる機械が備わっているというふうに私は認識をしています。それが特徴であって、

そっからいろんな特産品が創出できるというふうに非常に期待している機械なんです。私の

知り合いの方もウコンを作られて、ウコンをパウダーにする。それはあちこち探してんけど

も、結果的に「當麻の家」しかなかったということですね。非常にそういう機能を持ってい

るということで、この辺に限らず広い範囲で「當麻の家」の農産物加工能力というものを評

価していただいて、非常に私も誇らしく思ったんです。道の駅かつらぎについても、非常に

厨房の機器等が備わっていて、いろんな加工する、調理する装備が整っているよと。こうい

うことも、オープン当初にいろんな現場の説明聞かせていただいたときに説明を受けて、そ

うなんだと。だからいろんなお店が並んで、厨房でいろんなものを作っていただいている。

指定管理募集要項の中に見えないんです、私。私、見えないということは、恐らく募集しよ

うとされる方も、こんな機械があるんだったらこんなことをしようという、どっちも１者の

方々は、この機械があるというのはご存じで、有効に活用されているというのは分かるんで

すよ。ところが、この募集要項の内容であれば、問合せがあって、もう少し詳しくどんな機

械があって、どんな加工ができるんですかねみたいな、いろんな問合せで応じるというのは

分からんでもないんですけども、そういうことがあったかどうか私も聞きたいんですけども。

これ決算書の公有財産のところを見ても、道の駅が持っておられる施設の中の明細の中に、

一式とかって書いているんで、分からないんです。私は、こういう機会ですんで、いろんな、

こんなもんもこんなもんもあるよというのを少しオープンにしたら、もっと谷原委員がおっ

しゃっているように競争原理が働くんかなと。というふうに感じたんです。知る人ぞ知る装

備では、少し競争原理が働かないような、そういう募集要項になってはいないのかなという

懸念をしているんです。私はもっとああいう機械があるんですよと、こういう活用もできま

すよというものを、もっともっと多くの方に知っていただくいい機会じゃないかなと。こう

いうふうに思うんですけども、いかがでございますか。

これにつきまして、施設の機械の問合せとかがあったのかも含めてお答えいただけたら

と思うんですけれども。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。

ただいまの増田委員おっしゃられた粉末の機械ということで、こちらは「當麻の家」等に

も聞かせていただきましたら、県内にもなかなかこういう機械がないというのも聞いており

まして、県内各地からこの機械を使ってというようなところもお話を聞いておるところでご

ざいます。ただ、こちらのほうの事業につきましては、自主事業というようなところの中で、

やはり事業者の創意工夫の中でやっていただいている内容となりますので、今回の募集のと

ころにつきましては、自主事業については、事業者のほうにお願いするというようなところ

になってくるのかなと思っておるところでございます。それぞれやられている事業につきま

しては、我々も把握しながら、周知できるところは周知していければと思っております。

以上でございます。



－11－

増田委員。

増田委員 私の認識と山岡課長の認識とずれてたら確認したいんですけども、指定管理者が管理でき

る施設の中に備品として、そういう加工処理機械も入ってるんですよね。自主事業というこ

とで、その機械を使っていろんな工夫をされているというのは「當麻の家」さん、非常に先

ほどのキクイモをパウダーにするとかということで、活用されているというのは分かるんで

す。ただ、募集するに当たって、使える備品というのがこんだけ備わっていますよという、

そういう案内といいますか、募集要項の中に見えてないんじゃないかなというふうに感じた

んで、そこんところなんです。

これについて確認ということですので。

山岡課長。

山岡農林課長 ただいまの自主事業という、自主事業といいますか、備品自体はこちらで用意してい

るものというところの中で、その使い方という意味合いでは、私先ほど言うた部分とは違う

のかも分からないんですけども、加工施設にある備品というようなところで、その辺はまた

今後、部署、募集要項なりでどういう形で進めるのかというのを考えたいと思います。

以上でございます。

増田委員。

増田委員 ありがとうございます。そういうことも資料、詳しい資料として、誇れる施設やというア

ピールも、こういうところでする必要があんのかなというふうに思います。また、次回の指

定管理者になられた方につきましては、立派な機械備わっていますんで、もうそれをフルに

活用していただいて、また新たな特産づくり、お願いをしておきたいと思います。

以上です。

ほかに質疑はありませんか。

柴田副委員長。

柴田副委員長

中で、経常利益がマイナス200万余りになっているんですけれども、それから、収支予算書

では、かなり積極的に売上げを上げていくというか、のが出ているんですけれども、その差

の中で、これから何かしていきますよというプランというかアイデアは、ここにも書いてい

ただいているんですけれども、何か市として、マイナスからそういうふうに、いきなりプラ

スになっていくという段階で、提案がいっぱい、こうやっていきますよという提案が出てた

んですけれども、信頼というか、大丈夫だというふうに思われた、言えば提案、ここは大丈

夫だろうって思われた提案はどれなのかというのをお聞きしたいのと、それから、先ほど増

田委員もおっしゃったように、加工所があるので、六次産業化というのはすごく期待される

扱っているかどうかを教えていただきたいのと、あと道の駅かつらぎが、私、まだ議員にな

って４年なのでその以前のことは調べきれてないと思うんですけれども、補助金の関係で、

成果配分とかが取れないという、市のほうに入ってこないというのが、来年度から５年間、

指定管理を契約して、その次からはその縛りがなくなるのではないかなというふうに私は理
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解しているんですけど、その理解でいいのかどうかというのを教えてください。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。

ただいまの「當麻の家」の提案内容で、今後どういうふうに市として考えられたというと

ころでございますが、まずはやはり１つ、今まで長年指定管理としてやっていただいた実績

というところでは信頼して、継続していただけるのかなというふうに思っております。赤字

の分につきましては、やはりこの物価高騰等で、あそこ「當麻の家」の加工品等でしたら、

米を使うものが多いというようなところの中で、やはり物価高騰の影響というのは受けてい

るようなところもあり、また人件費等においても、やはりこの高騰の中で、なかなか経営と

しては難しいところも出てきているところもあるんですけども、そこにつきまして、いろん

な新しい事業の開発、また、事業の整理等において、今後進めていただけるというところな

ので、我々も安心してお任せできるものじゃないかなと思っております。

続いて、ふるさと納税の品でございます。こちらにつきましては、まず「當麻の家」につ

きましては、基本的には加工施設というところの中で、この加工施設にちなんだ物品のほう

を提出されていると。今でしたら、奈良漬け、白ウリ、キュウリというものを出していただ

いているようでございます。以前は、米とみそのセットというようなものも出していただい

てたようですけども、そのときそのときの仕入れ状況等によって、物品のほうを扱っておら

れるみたいです、と聞いております。

また、道の駅かつらぎのほうにつきましては、こちらはいろんな事業所から仕入れたもの

を道の駅かつらぎとして扱って、ふるさと納税の物品として扱われているというようなとこ

ろでお聞きしているところでございます。

あと最後、成果配分についてでございます。こちらは、以前から一般質問等でお答えさせ

ていただいている中で、こちらにつきまして、道の駅かつらぎが、社会資本整備事業総合交

付金というようなところで整備された施設でございますので、基本的には成果配分というの

はずっとこの先も受け取れないというような理解をしておるところでございます。

以上でございます。

柴田副委員長。

柴田副委員長 ありがとうございます。物価高騰とか人件費で赤字が出たということで、これから事

業開発いろんなことを、私も提案書を見せていただいて、いろいろこれからもやっていただ

けるのかなというふうには思ったんですけれども、二上山ふるさと公園があって、もうすご

い立地的にはすばらしいところだと思うんですけれども、過去、私、指定管理をどれだけや

ってらっしゃるのか調べてないんですけれども、長くやってらっしゃるのに、今現在あまり

できてないというようなことが連携、ふるさと公園と「當麻の家」の、言えばコラボ的なこ

ととかイベントとかが、なかなか目に見えて、私の中ではですよ、できてないのかなって、

これからやっていかれるのかもしれないけれど、過去にできないものをこれからすごい頑張

ってやらないといけないんじゃないかなというふうに私は思っていますので、本当に本気出

して、本当にポテンシャルの高いところだと思いますので、頑張っていただきたいなという



－13－

ふうに思いますが、あと、ふるさと納税に関しては、奈良漬けとかというのを出していらっ

のも積極的に開発していただきたいなというふうに思います。それと、大和野菜、何かそれ

も書いてあったんですけど、宅配かな、野菜の宅配の業者として、そこの「當麻の家」の指

定管理者の方が入ってらっしゃって、それも積極的にやっていくというお話も出てたんです

けれども、調べてみると、なかなかそれが事業にうまく乗っかっていないような印象を受け

たので、それも本当にマイナスからプラスにするためには、かなり頑張っていただかないと

いけないのかなというふうな印象を持っています。

今後も成果配分は取れないという認識で、課長がおっしゃった通りなのかなと思ったんで

すけれども、私、過去の会議録を見たときに、その当時の部長が、その当時なんで令和２年

なんで、10年後にはその縛りがなくなるので、それを考えていかなければいけないみたいな

答弁をされてたので、私はちょっと誤解して、そういうふうに今質問させていただいたんで

すけど、それは誤解であるというふうに、もう一度答弁いただいていいでしょうか。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。

以前答弁のほうでそういうことがあったというところなんですけども、我々のほうにおき

ましては、この交付金で整備されたものについては、成果配分を受け取れないような要件に

なっておるというようなところで理解をしておるところでございます。

以上です。

答弁は変わってないということですね。

柴田副委員長。

柴田副委員長 そのように理解しました。道の駅も本当に道の駅かつらぎも、本当に可能性を秘めた、

今でも売上げはどんどん伸びているんですけど、その周辺も巻き込んで頑張っていただきた

いなというふうに思っております。

ほかに質疑はありませんか。

山岡課長。

山岡農林課長 少し訂正がございます。先ほど売上げの金額のところで、私、「當麻の家」の売上げ

でございますが、こちらの令和６年度の売上げといたしまして、２億4,553万1,995円とお伝

えしておったんですけども、事業実績のほう、募集要項の13ページ、こちらに事業実績載っ

ておりまして、売上高、こちらのほうには１億9,758万3,000円とあります。こちらは、実は

令和６年度に会計のやり方を変えられたというところで、大きく言いますと、要は出荷者の

出荷される農産物の売上げを今まで全部売上げとして上げてたんですけども、いわゆる手数

料分、「當麻の家」が取られる分だけを令和６年度から上げるというようなことになりまし

て、この数字だけの見た目でしたらちょっと売上げは落ちているような形なんですけども、

先ほど一番最初にお話しさせていただいたのが、今までの計算ベースで計算したときの売上

げベースのことでということで、２億4,553万1,000円のほうをお伝えさせていただきました

ので、表記とは若干数字は異なっておるんですけども、内容としてはそういうことでござい
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ます。よろしくお願いいたします。

分かりました。会計のほうが変わりましたけれども、この経緯を示すために同じ計算方

法でお答えいただいたということで、承知しました。

ほかによろしいですかね。

奥本議長。

奥本議長 先ほど柴田副委員長から質問ありました成果配分の件に関するところなんですけども、社

会資本整備総合交付金のところなんですが、これっていったら交付期間というのがたしかあ

ったかと思うんですけども、受けてしまったらもうそれはそれで完了という、もう完了にな

っているわけですか、今のところは。まずそこが完了になっているかどうかというの。

もう一つ聞きたいのは、例えば、これをもう一旦返してしまうと仮定したときに、返して

しまったら、指定管理事業者から成果配分もらえる形になるんですけど、その辺の金額とい

うのを１回計算されたことあるのかどうか。もし計算されているんであれば、それどれくら

いの金額なのかというのをお聞きしたい。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。

先ほどの社会資本整備総合交付金につきましては、これは一旦こちらで整備するとなりま

すと、原則何年たってもこの事業で行われているというものなので、その建物の性質は変わ

らないというところで、今後も変わることにはならないというようなところになっておりま

す。

また、これを返したといいますか、様々な計算方式につきましては、いろんな想定はして

おるんですけど、今数字としてなかなかお答えできるような資料は整っておらない状況です。

以上でございます。

奥本議長。

奥本議長 多分そういうお答えだと思ったんですけども、これ、事業認定、返還という言葉が適切か

どうか分からんけど、一応そういう規定は国のほうにあるみたいなんです。だから、１回そ

れ計算していただいて、仮にそれをもう交付金を返すんであったらどれくらい必要なんかと

いう計算しておいたほうがいいと思いますよ。そうしないと、やはりこの辺の成果配分もら

えないということは、いろんな市民の方から、なぜや、なぜやという話はやっぱり聞いてお

ります。当初そもそも道の駅つくるに当たって、その辺を見込んでたという経緯もやっぱり

ありましたんで、１回こういうケースだったらこうなりますというのを出されて、やっぱり、

それと今現状比較したら、現状のほうがいいですよというんであれば、みんな納得しますん

で、そこの説明は必要だと思いますので、１回調べておいてください。

ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議を希望される方はいらっしゃいますか。

（「なし」の声あり）
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いないようであれば、これより討論、採決に入りますけれども、討論、採決は１議案ご

とに行います。

まず、議第59号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

谷原委員。

谷原委員 討論ということですけれども、一括質疑になりましたので、私は議第59号については賛成

しようと思うんですが、一括質疑の中で誤解を与えたらあかんので、少しだけ説明をさせて

いただいておきます。

六次産業化の大きなうねりの中でできた施設です。六次産業化というのは、例えば農家が自

ら作ったものを加工して販売すると。ところが、例えば、私、農家ですけれども、作った野

菜を自分の家で漬物にして販売することはできません。加工所がいるんです。衛生基準を満

地域農業を盛り上げるということで、當麻のほうにつくられたと。だから、補助金について

もそういう補助金だし、だから、もうかることが前提でないので、指定管理料もお支払いし

ているし、そこで利益が上がれば、成果配分としていただきますという運用になっており、

私はこれで地域において非常に大きな役割を果たしているし、地域性があるので、１者であ

っても私は致し方ないと思っているんです。むしろそういうもんだと。これは地域の公民館

と同じように。だから、道の駅となっていますけど、ふたかみパーク道の駅というのは後か

らになっているわけで、この施設そのものの性格はそういう性格ですので、一緒に議論され

たので誤解があるのであれですが、私はこれについては賛成しようと思っています。

以上です。

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第59号議案を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。よって、議第59号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。

次に、議第60号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

谷原委員。

谷原委員

します。

反対理由の１つ目、指定管理者制度につきましては、広く民間事業者の創意を生かすとい

う形から、広く提案を求めるのがこの指定管理者制度の趣旨であります。ところが、ホーム
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ページで案内しただけで、県内でも多くの、あるいは全国でも多くの業者が指定管理を受け

ている。少なくともそこに案内すべきだ。提案を受けて、私は今の道の駅かつらぎ、株式会

の施設として生かせれるわけで、そういう努力がなされないまま、１者になったというのは

非常に残念であるというふうに言わざるを得ません。

２つ目、これは私は一般質問で繰り返し取り上げてまいりましたけれども、道の駅かつら

ぎは成果配分をいただくということで、議会の承認を受けて、これは発足しております。市

民の方もそう思っている。ところが今、途中でそれができないということで、これ大変な信

義違反ですよ、市民に対して。いまだにもうけている、もうけている、売上げはこれだけあ

る。市に全く還元がない。じゃ、修理費、これは全部持つことになっているけど、確実に持

つような保障がない。こんなことでいいのかと。それについて大きな改善とかということも、

今回の募集であったわけでない。これはとても認めるわけにいきません。

以上２点の理由から反対いたします。

ほかに討論はありませんか。

西川委員。

西川委員

させていただきます。

先ほど僕の質問でも聞かせていただいたように、売上げについても順調に伸ばしていただ

いておるというところでございますし、雇用についてもかなり多く創出していただいておる

というところでございます。募集のことに関しましては、ホームページでやられているので、

僕はこれかなり広くやられているんじゃないかなというふうに、ホームページいうたらもう

全世界に行きますんで、そういう形でやられているんじゃないかなというふうには感じてお

盛り上げるためにあそこは必ず発展させる場所であるというふうに考えておりますので、引

き続き指定管理のほうしていただきたいなというところでございまして、賛成の立場で討論

をさせていただきたいと思います。

以上です。

ほかに討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第60号の議案を採決いたします。

議第60号議案について賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。よって、議第60号は原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。
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続いてお諮りをいたします。

議第62号及び議第63号の条例の一部改正の２議案につきましても、関連がございますので、

一括議題、一括質疑とし、討論、採決は１議案ごとに行いたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。よって、そのように委員会を運営することに決定いたしました。

それでは、議第62号及び議第63号の２議案を一括議題といたします。

本２議案につき、提案者の内容説明を求めます。

高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

容についてご説明申し上げます。

まず初めに、改正理由でございます。令和６年８月８日に人事院が行った公務員人事管理

に関する報告において、仕事と生活の両立支援の拡充に関する事項が示されたことに伴い、

育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の部分休業

制度を拡充する地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が令和７年１月

８日に公布され、令和７年10月１日から施行されます。また、部分休業の多様化関係及び育

児に係る両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備として、人事院規則の一部を改正する

するものでございます。

続きまして、改正内容についてご説明申し上げます。お手元に配付しております資料をご

資料16ですね。

高垣企画部長 勤務時間、休暇等に関する条例、育児に係る両立支援制度を利用しやすい勤務環境の

整備でございます。仕事と育児の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備として、妊娠、

出産の申出をした職員に対しては、出生時に利用が想定される両立支援制度の周知、意向確

認、配慮を行うこと。３歳に満たない子を養育する職員に対しては、その子が１歳11か月か

ら２歳11か月までの１年の期間に育児期に利用が想定される両立支援制度の周知、意向確認、

配慮を行うこととされました。

ます。改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律では、育児を行う職員の職業生活と家

庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の部分休業制度の拡充を行うものとして、

部分休業の取得形態の多様化でございます。現行の１日につき２時間を超えない範囲内の形

態に加え、１年につき10日相当を超えない範囲の形態が設けられました。これに伴いまして、

職員は次の２つの形態のいずれかを選択して取得することができます。
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１つ目は、現行の１日につき２時間の範囲内で勤務しないこと。これは第１号部分休業と

して規定します。

２つ目は１年につき10日相当の勤務時間の範囲内で勤務しないことを新たに設けまして、

第２号部分休業として規定します。なお第１号部分休業と第２号部分休業の形態の変更は、

特別の事情がある場合に限り可能です。また、第１号部分休業を請求する場合について、勤

務時間の始めまたは終わりに限り承認可能としていた取扱いが廃止されます。改正内容の説

明は以上でございます。

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、新旧対照表をご覧ください。左が改正前、右が改

正後でございます。１ページから２ページをかけてご覧ください。第15条、介護休暇でござ

います。今回の改正により生ずる条ずれに対応するものでございます。第17条の２、妊娠、

出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等の追加でございます。子の年齢に応

じた仕事と育児の両立支援制度等の周知、意向確認、配慮について規定いたします。第１項

では妊娠、出産の申出をした職員に対し、第１号においては、出生時両立支援制度等その他

の事項を知らせるための措置、第２号においては、出生時両立支援制度等の請求、申告また

は申出に係る申出職員の意向を確認するための措置、第３号においては、子の心身の状況ま

たは育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して発生する職業生活と家庭生活の両立の支

障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置を講ずる規定

を設けるものでございます。第２項では、３歳に満たない子を養育する職員に対し、第１号

においては、育児期両立支援制度等その他の事項を知らせるための措置、第２号においては、

育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置、第３号におい

ては３歳に満たない子の心身の状況または育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発

生する職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の

意向を確認するための措置を講じる規定を設けるものでございます。第３項は第１項第３号

または第２項第３号の規定により、確認した意向に配慮する規定を設けるものでございます。

新旧対照表の３ページ中ほどをご覧ください。第17条の３、配偶者が介護を必要とする状

況に至った職員等に対する意向確認等でございます。追加した条に略称規定を設けたことに

よる文言整理と条の追加により繰り下げるものでございます。第17条の４、勤務環境の整備

に関する規定でございます。条の追加により繰り下がるものでございます。

最後に、新旧対照表の４ページをご覧ください。附則でございます。附則第１項といたし

まして、この条例は令和７年10月１日から施行します。附則第２号では経過措置としまして、

施行日前においても、改正後のこの条例の規定の例により、両立支援制度の周知等に関する

措置を講ずることができるものといたします。

まず、１ページ目です。第１条、趣旨でございます。引用している法律の改正に伴う改正

を行うものでございます。第17条、部分休業をすることができない職員でございます。部分

休業することができない職員の考慮要素として規定されていた勤務日ごとの勤務時間を削る
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ものでございます。

次に、１ページから２ページにかけてをご覧ください。第18条第１号、部分休業の承認で

ございます。第１項では現行の部分休業において、勤務時間の始めまたは終わりとしていた

取扱いを廃止し、第１号部分休業と規定します。第２項及び第３項は文言整理でございます。

新旧対照表の２ページから３ページにかけてをご覧ください。第18条の２、第２号部分休

業の承認の追加でございます。新たに設ける第２号部分休業について規定するもので、第２

号部分休業の承認は１時間を単位として行うものとします。ただし、第１号で規定する１日

の勤務時間全てについて、第２号部分休業を請求した場合、または第２号で規定する第２号

部分休業の残時間数が１時間未満の端数となった場合は、例外的に分を単位として承認する

ことができます。

第18条の３、育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期間の追加でございます。育

児休業法第19条第２項で条例委任された部分休業を請求する１年の期間を毎年４月１日から

翌年３月31日までと規定するものでございます。

第18条の４、育児休業法第19条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例

で定める時間の追加でございます。この条は育児休業法第19条第２項第２号で条例委任され

た第２号部分休業の時間を規定するものでございます。第１号で非常勤職員以外の職員は、

１日の勤務時間７時間45分の10日分である77時間30分と規定し、第２号で非常勤職員は、当

該非常勤職員の勤務日、１日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間と規定します。

次に、新旧対照表の４ページをご覧ください。第18条の５、育児休業法第19条の第３項の

条例で定める特別の事情の追加でございます。第１号部分休業と第２号部分休業の形態の変

更ができる特別の事情について規定するものでございます。配偶者が負傷または疾病により

入院したこと、配偶者と別居したこと、その他第１号部分休業または第２号部分休業の申出

に予測することができなかった事実が生じたことにより、部分休業の形態の変更をしなけれ

ば、同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権

者が認める事情とすると規定するものでございます。第19条、部分休業をしている職員の給

与の取扱いでございます。部分休業についての文言整理でございます。

最後に、新旧対照表の５ページをご覧ください。第20条、部分休業の承認の取消し事由で

ございます。第３項変更、つまり、第１号部分休業と第２号部分休業の形態の変更の申出を

したときを部分休業の承認の取消し事由として規定するものでございます。附則でございま

す。附則第１項といたしまして、この条例は令和７年10月１日から施行し、附則第２項では

経過措置として、この条例の施行日から令和８年３月31日までの間における第２号部分休業

の承認の請求をする場合における時間は、条例第18条の４第１号中「77時間30分」とあるの

は「38時間45分」と、同条第２号中「10」とあるのは「５」とする旨を規定するものでござ

います。

以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

ただいま説明願いました本２議案に対する一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。



－20－

谷原委員。

谷原委員 人事院勧告に準じて、育児時間、育児休業について、働きやすい職場にしていくために必

要な改正だと思いますが、この点についてちゃんと運用できるように、どうなっているのか

ということについてお聞きします。１つは、制度の確実な運用のために、新たな人員確保等

発生するのかどうか。その場合は予算に関係することでありますから、これが一体どういう

状況なのか。最初のほうは周知だから、62号のほうは周知だから、特に言うことないと思う

けれども、周知徹底したらその分数が上がれば、必要な人も増えるかも分からんけども、63

号のほうははっきりとしたことがありますので、予算、人員確保も予算がどうなるのかとい

うことについて、お伺いいたします。

森本人事課長 森本人事課長。

人事課の森本でございます。よろしくお願いいたします。

予算の確保についてということですが、職員のほうから、育児両立支援の申出があった場

合、各課のほうで検討していただいて、必要に応じて原課のほうで会計年度任用職員に係る

予算のほうを要求していただくというふうに考えております。

以上です。

谷原委員。

谷原委員 原課のほうから、必要な会計年度任用職員について要望を出していただくということであ

ろうかと思います。実際に育児休業に入る人が増えたら、当然そのための措置が必要だろう

と思いますので、分かりました。

続いてですけれども、問題は、これまで正職員の方で比較的経験を積んだ方が、結局職場

からいない時間が増えると。その分、会計年度任用職員さんに充てるということになるんで

すが、要は職場における仕事の継続性、安定性という観点から、どのようなことを考えてお

られるのか。このことについてお伺いいたします。先ほど言ったのは人の手当てをすると。

だけど、人の手当てにとどまらない、要は質、行政サービスの質、これが低下するんじゃな

いかということが当然懸念されますので、それについてどのようにお考えかお聞かせくださ

い。

森本課長。

森本人事課長 人事課の森本です。よろしくお願いします。

質の確保というところなんですけども、各課のほうで所属において適宜こういった制度の

申出があった場合、業務内容ないし分担の見直しを実施していただいて、質のほう高めてい

ただいて、ふだんのほうにおきましても、係替え等、ふだんから業務内容の共有というのを

ふだんから図っていただいているというところでございます。

以上です。

谷原委員。

谷原委員

多い、そういう市になっております。行政水準について市民の方からいろいろクレームを議

員は聞くことがあります。全然職員、説明ちゃんとできへんじゃないかと。どないなってん
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ぱり市民サービスで非常に重要なんです。私は育児休業が必要だと思いますよ。でも、その

ために会計年度任用職員、先ほど努力されていると言うけれども、例えば人事異動が激し過

ぎる。これ市民の方からもいろいろ聞いている。ほなら、ちゃんと継続できないまま、ちゃ

んと答えてくれない。私、これ会計年度任用職員の方、増えていかざるを得ない理由がある。

だけど、それで行政水準を保とうとすれば、やっぱり人事異動も含めて、行政の継続性、安

ほかに質疑はありませんか。

柴田副委員長。

柴田副委員長 この条例なんですけど、条例が適用されない職員さんというのはいらっしゃるのかど

うかと、それから、管理職という立場の方は、これは適用されるのかどうかというのをお聞

きしたいのと、１年につき10日間相当のなんですけれども、これって取得理由とかというの

は明確にしないといけないのかどうかというのを教えてください。

管理職と、それから。

森本課長。

森本人事課長 人事課の森本でございます。よろしくお願いいたします。

まず、条例の適用されるかどうかなんですけども、管理職も含めて全ての職員に適用され

ます。また、第２号部分休業の要件なんですけども、小学校就学前の子どもさんを養育する

ために必要な事由ということになりますので、その内容は言っていただいた上で、部分休業

を取得するという形になります。

以上です。

柴田副委員長。

柴田副委員長 全ての職員さんに適用されるということで理解しましたが、10日間の取得の、もちろ

ん未就学児をお持ちの保護者の方だと思うんですけれども、具体的に別に、入園式に行くと

か、卒園式とか、そういったことがあるのか、あと、病気のときとか、いろいろ、私も調べ

たら、予防接種とか健康診断とか、感染症に伴う学級閉鎖のときとかに休めるということな

んですけど、例えば運動会とか、言えば、授業を見に行くとかというのもあると思うんです

けど、そういったものというのは含まれるのかどうか教えてください。

森本課長。

森本人事課長 運動会等、子の養育のために必要ということであれば認められる、部分休業は認めら

れるというところになっております。

以上です。

柴田副委員長。

柴田副委員長 理解しました。ありがとうございます。

ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑ないようですので、質疑を終結いたします。
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議員間討議を希望される方はいらっしゃいますか。

（「なし」の声あり）

ないようであれば、これより討論、採決に入りますが、討論、採決は１議案ごとに行い

ます。

まず、議第62号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第62号議案を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。よって、議第62号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。

次に、議第63号議案について討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第63号議案を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。よって、議第63号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。

本案につき、提案者の内容説明を求めます。

内蔵財務部長。

内蔵財務部長 皆さん、おはようございます。財務部の内蔵でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

てご説明申し上げます。

このたびの改正につきましては、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を

改正する法律の施行に伴い、本市税条例におきまして、所要の改正を行うものでございます。

主には市民税と市たばこ税に係る改正でございます。改正概要につきましては、市民税では、

大学生年代の子等に関する特別控除の創設に伴う規定の整備、また、市たばこ税では、加熱

式たばこの課税方式の見直しに伴う規定の整備でございます。詳細につきましては、新旧対

照表と資料を用いまして、髙松税務課長から説明をいたします。

髙松税務課長。

髙松税務課長 おはようございます。税務課の髙松です。どうぞよろしくお願いいたします。
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で配付しております資料番号17の税条例の資料と新旧対照表に基づきまして、ご説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

まず、資料のほう、１ページのほうをお願いいたします。条例改正の理由でございます。

地方税法等の一部を改正する法律が、これまでに各年度ごとに税制改正に伴いましてそれぞ

れ交付されておりまして、施行期日に合わせて税条例の改正が必要なものからその都度順次、

条例改正を行ってきておるところでございます。今回の主な改正点は、先ほど内蔵部長が申

しましたとおり、市民税と市たばこ税の内容となっております。

次に、税条例改正の新旧対照表をお願いいたします。新旧対照表の左側が改正前、右側が

改正後となっておりまして、赤字の部分が改正箇所となっております。

なお、税制改正に関する条例改正の内容につきましては、国のほうから通知のありました

準則どおり改正しておりますので、ご承知おき願います。

それでは、まず、市民税に関する部分でございますが、新旧対照表で申しますと、１ペー

ジから９ページまでの部分が、市民税の改正の例規の整備となっております。内容につきま

しては、令和７年度の税制改正におきまして、いわゆる年収の壁への対応としまして、物価

上昇局面における税負担の調整及び就業調整の対策の観点から、給与所得控除の見直し、同

一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、そして、大学生年代の子

等に関する特別控除、特定親族特別控除の創設が行われました。これらの税制改正のうち、

市民税に関する税条例の改正が必要な事項としまして、特定親族特別控除の創設に伴う例規

の整備となっております。

それで、資料のほうの２ページのほう、こちら、大学生年代の子等に関する特別控除の創

設というグラフを表示している分です。こちらにつきましては、令和７年度の税制改正の説

明会の資料を基にして作成したものとなっておりまして、中ほどのほう、特定扶養控除と特

定親族特別控除の対象と記載がございます。まず特定扶養控除につきましては、給与収入

123万円以下である19歳以上23歳未満の扶養親族を指しておりまして、改正前で申しますと、

給与収入103万以下となっております。下の控除イメージのほうご覧ください。縦軸のほう

が、親世代、子ども等を扶養している納税義務者の控除額を記載しております。横軸につき

ましては、扶養している子どもの収入金額、給与収入のほうを記載しております。

まず、横軸のほうの103（48）改正前というところでございます。昨年まではこの103万円

までの給与収入までの子どもについては扶養控除取れていまして、特定扶養控除としては、

個人住民税で45万円の扶養が取っていました。これ103万円を超えると、もう扶養控除が取

れないという形になったのが、まずは年収の壁の対策としまして、103万を123万円まで引き

上げられました。なので、今年からは123万円までが45万円の扶養控除、所得控除が適用さ

れます。今回、条例改正になるのが123万より右側の青色の部分、こちらが特定親族特別控

除の創設に関する部分になりまして、給与収入で言いますと123万円を超えて188万円以下で

ある19歳以上23歳未満の親族等が、段階的に所得控除を受けれるような改正を、例規の整備

をいたしておるのが、今回の市民税に関する概要となっております。
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市民税に関する説明は以上でございまして、続いて、市たばこ税に関する部分でございま

すが、こちら新旧対照表で言いますと、９ページから11ページの部分が改正の内容になって

おりまして、加熱式たばこの課税方式の見直しに係る改正となっております。また、資料の

ほうの３ページのほうお願いいたします。加熱式たばこの課税方式につきまして、国のたば

こ税の見直しに伴いまして、地方たばこ税においても、紙巻きたばこよりも税負担水準が低

く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえまして、課税の適正化の観点から課税方式が見

直されたものでございます。現在の加熱式たばこの課税方式は、重量、重さと価格によって、

紙巻きたばこの本数に換算しておりますが、今後は、重量、重さのみで換算する方式に見直

すほか、一定の重量以下のものは１本をもって紙巻きたばこ１本に換算することとされまし

た。資料のほうの中程のスティック型の加熱式たばこの場合におけるイメージの表、グラフ

をご覧ください。縦軸のほうが紙巻きたばこへの換算本数となっておりまして、横軸のほう

が、加熱式たばこ１本当たりの重さになっております。分かりやすいように0.35グラムの加

熱式たばこの重量のところを見ていただくと、現行におきましては0.35グラムのたばこにつ

いては、約0.8本分で換算されておりますが、今回の見直しにおきまして、0.35グラムの加

熱式たばこにつきましては１本当たりに見直すほか、0.35グラム未満のものについても、一

律１本として換算されることとなり、0.35グラムを超える分については、重さに応じて課税

される方式に見直されます。実施時期と経過措置でございますが、実施時期は令和８年の４

月１日以降改正されますが、激変緩和措置として４月１日と10月、令和８年の10月１日以降

の２段階で課税方式の見直しを実施されます。横の表のほうを見ていただきまして、現行の

換算本数１なんですけれども、これも一応0.35グラムで説明させてもらうと、現行でいうと

約0.8本で換算させてもらいます。令和８年４月１日以降は、現行の換算本数が0.5、改正後

の換算本数が0.5になりますんで、令和８年の４月１日以降は0.35グラムの加熱式たばこは

約0.9本で、半年間は課税されます。令和８年10月１日以降は、改正後の換算本数になりま

すんで、0.35グラムのやつは、１本当たりで換算して課税されるように見直しがされるもの

でございます。

たばこ税の説明については、以上でございまして、最後に附則の部分でございますが、新

旧対照表でいうと、11ページから最後までの部分でございまして、この条例の施行期日を公

布の日としておりまして、附則の第２条で市民税、また附則の第３条で市たばこ税に関する

経過措置等を規定しております。

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

西井委員。

西井委員 この税条例の改正による効果というかな、金銭的にはどのような効果が出てくるか、大体

試算されておりますか。試算されておるんやったら、どのくらいの効果が。多分市民税のど

れくらい程度か、若干の減収になると思いますねけど、分かるようやったら教えてもらいた

いなと。
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髙松課長。

髙松税務課長 税務課、髙松です。よろしくお願いいたします。

ただいまの西井委員さんからのご質問でございます。影響額についてでございます。

まず、市民税に関する影響額につきましては、今回、年収の壁への対応として、物価上昇

局面における税負担の調整及び就業対策の観点から実施された税制改正であるため、現時点

でなかなか影響額を試算することは難しいと考えておりまして、市民税に関する部分につい

ては、そんなに大きくはないかなというふうには考えておりますが、ご理解賜りたいと思っ

ております。

市たばこ税のほうにつきましては、今回の税制改正に伴いまして、加熱式たばこの価格上

昇とか、それに伴うメーカーの戦略変更、新商品の投入や既存銘柄の価格決定などが予想さ

れるんですけれども、現時点で、来年、令和８年以降の具体的な銘柄情報がまだ公開されて

おりませんので、予測が本当にこれも難しいですが、１箱当たり約20円ぐらい上がるんでは

ないかというような情報もありますんで、市たばこ税に関しては、令和８年度以降、税収は

増えるんではないかというふうに考えておるところでございます。

私のほうからは以上です。

西井委員。

西井委員 たばこの話については、ここで言うてもしゃないけど、電子たばこのほうを上げるという

話やね。ほんなら、たばこは健康に悪いよというので値段をどんどんどんどん上げてて、ほ

んで、価格の調整のために今回上げるいうような話、国が。おかしいな、ほんま言うたら。

皆さん、いかが思われるかどうか。本来、体に悪いってやいやい言うのやったら、麻薬とか

同じように売ったらあかんにしたらええねやんな。はっきり言うて。体に悪い言いながら値

段だけ上げていくっていうこの国の政策、ほんまに実際、どんだけ体に悪いかいう効果を見

た中で、ここで言うてもしゃあないけどな。ほんまは体に悪いねやったら、売ったらおかし

い。ほんで、体に悪いかもしれへんいうのやったら、たばこと医療関係の因果関係を調べて、

その値上げの税収を医療研究、たばこに弊害のある研究、また、吸わない方に影響は与える

んやったら、分煙室の補助とかに使うたらええけど、一般会計にほり込んでいうのは、もう

これ一般会計、市もそうやねんけど、ほんまにその制度自身、国の制度自身、ここで言うて

もしゃないけど、おかしいなと私は思っております。これは意見だけです。皆さん方、改正

やったりいろいろご苦労かけるけど、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑ないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議を希望される方はおられますか。

（「なし」の声あり）

ないようであれば、これより討論に入ります。

討論はありませんか。
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（「なし」の声あり）

討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより、議第64号議案を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。よって、議第64号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。

以上で本委員会に付託されました議案の審査が終了いたしました。

ちょっと長時間になりましたので、ここで10分程度休憩を挟みたいと思います。11時20分

まで休憩をします。ここで一旦暫時休憩に入ります。

休 憩 午前１１時０６分

再 開 午前１１時２０分

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

続きまして、本委員会の所管事項の調査案件についてであります。

この会期中の委員会で審査すべき案件につきまして、今回の委員会では、次第に記載して

おります３つの事項を議題といたします。また、この委員会の終了後に、閉会中に調査すべ

き事項等をご協議願いたいと考えておりますので、ご承知おき願います。

それでは、１、耕作放棄地に関する事項についてを議題といたします。

本件につきましては、今回、理事者からの報告事項は特にないということでございますの

で、委員の皆様から何か確認事項等ございましたら、お受けしたいと思います。

何かございませんでしょうか。

西井委員。

西井委員 委員会研修で、耕作放棄地の関係で、皆さん方研修でいろんな地域、２つの地域に寄せて

もらって勉強させてもらったと思っておりますが、その中で例えば……。

岡崎市と津市と行きましたが。

西井委員 例えば、キウイの生産地も寄せてもらって、ただそれも、その事業をやっていこうという

意思がなかったら、なかなか進みにくいと。耕作放棄地は、多分高齢化が進んでたくさん増

えてくるから、非常に困る問題でもありますが、今後まだ耕作放棄地について、やはり行政

も含めて、もうちょっと力強く頑張ってもらいたいなというところまでしか言えないような

状況じゃないかなと思っております。

以上でございます。

意見ということですね。委員からの意見でございました。

ほかにございませんでしょうか。

谷原委員。

谷原委員 私のほうは一般質問でも行いましたので、それに重なるところはもう省きまして、今年度、

地域計画が公表される予定、動きというのはどんなもんですか。令和７年３月末までで、計
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た。南藤井１つだけと。先ほど西井委員もおっしゃいましたけど、視察研修で行ったところ

いるので、今年度はどんな状況かということだけ聞いております。今年度の見込み。

見通しですね。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。

現状の地域計画の進めておる状況というところでございます。具体的なお話というところ

ですと、現在、葛城山麓地域協議会の各地域において、その策定について具体的に話を進め

ておるところでございます。協議の場の設定とか、あと皆さんでのお話合いというところも

ありますんで、いつ策定というところはまだきっちりと明確にお答えできないんですけども、

今年度策定を目標といたしまして、現在具体的には進めておるところでございます。

あと、ほかの地区に関しましても、個別に相談等がありましたら、いろいろ説明等させて

いただきまして、そこにつきましては、必要に応じて策定のほう進めるような形で進んでい

けたらなと思っているような状況でございます。

以上でございます。

谷原委員。

谷原委員 市から積極的に各地域に対する働きかけっちゅうことは考えておられないのか。今、相談

があればということだったんですけれども。山麓地域につきましては、熱心に補助金を申請

されていろんなことやっておられると。今はこれ地域計画つくってなかったら、補助金を受

けられないというのも多いのでね。動機としては、はっきりしているもんがあるんだけど、

ほかの地域はなかなかそうじゃない。そうすれば、そもそも動きすらが地域から上がってこ

感じなのかお聞かせ願えますか。

山岡課長。

山岡農林課長 ただいまの働きかけというところでございます。一般質問の答弁でもありましたよう

に、なかなか全地区を並行的に進めるというのも１つマンパワー的にも難しいところもある

んですけども、その周知といたしまして、各種農業団体の集まり等の中で、再度地域計画の

策定等について説明させていただきながら、その辺の地域の意向も探っていきたいというふ

うに考えておるところでございます。

以上でございます。

谷原委員。

谷原委員 一般質問でも申し上げましたけれども、目標地図は大体できているということだから、地

域計画、公表するところまで決定できるかどうかはいろんな事情が地域あるんですが、やは

り少なくとも話合いのテーブルぐらいは、やっぱりその目標地図を持って、地域の皆さんが

話し合って、認識するというところを是非頑張ってやっていただけたらと思いますので、い

ろんなところの働きかけを強めていただきたいと思います。

ほかにございませんか。
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増田委員。

増田委員 今、谷原委員からは地域計画というものを進めることによって、地域の耕作放棄地の考え

方も進んでいくであろうと、こういうお話であったかと思うんですけども、私、現場といい

ますか、地域、地域の方のお話を聞いていると、なかなかその地域をどう進めていこうとい

う統一した考え方がまとまらない、要するにいろんな要求が農家によって違う。それを１つ

の地域の計画にまとめられることができんのかと。地域計画は、先ほどお話若干ありました

ように、いろんな今後の国からの施策、補助、支援の対象にしていただくための必須要件と

して、地域計画を立てやなあかんというところの目的と、将来地域の農地をどう進めていく

んだという考えと、若干目的が違って、国の支援を求められる地域においては、これをまず

やっとかんと次に進めませんねという考え方かなと思うんで、私はそちらのほうから地域計

画の推進というのは図るべきかなと。それと別に耕作放棄地の問題があるんですけども、私、

一般質問でも触れましたけども、耕作放棄地、今日は全然市からのご提案ないということな

んですけど、総務建設常任委員としての耕作放棄地どうするべきかというのは各議員が、や

っぱり認識として持っておくべきとちゃうかなというふうに思うんです。私は、もう耕作放

棄地の解消イコールもう鳥獣害対策かなというふうに思うんで、絞っていって、相続による、

これ空き家と一緒ですわ、考え方としては。その辺のところの的を絞った、今後に向けての

何か明るいもんが見えるような目標、目的というものをもう少し議論せんと、資料なしでん

ねんということで、今年のといいますか、市長は予算を上げてきていただいたということは、

一定の耕作放棄地解消に向けての考え方というのは持っておられると思うんです。議員とし

ても持つべきやと思うんで、やはり同じ方向で、耕作放棄地解消に向けて具体的にやっぱり

取り組む考え方、私はもう議員研修で三重県行った。すごかったですね。私、改めてすごか

った点言いますけども、トウモロコシ作っておられました。トウモロコシというのは、焼き

トウモロコシのイメージ、皆お持ちかと思うんですけど、三重県の耕作放棄地のトウモロコ

シは何をやっているかというと、エネルギー資源としてのトウモロコシ、大体３メーターぐ

らいの草丈なん。それがまとまった30アールぐらいの圃場が点在していたんです。あっちも

こっちも。こんなことやっている自治体ないんですけども、やっぱり方向性決まっているか

ら、資源開発みたいなん、もっと先の目標を立てて、そういう特産品を遊休農地を使ってど

かーんと耕作されているというのは、私あれ見てすごく、目先の目標じゃなし、もっと先の

土地を利用した地域資源開発みたいなんが、ある意味油田を掘っているような感じを農作物

でそれを求めておられるという。皆さん、どう感じられたかも分かりませんけども、すごい

やっぱりパワーを感じました。考え方のすごく先端を行かれてたというふうなイメージがあ

で言ったような、資源開発みたいなところまで行かんでもええかも分からんけども、目標を

高く、ここを使ってこういうないものを求めていくみたいな農地の考え方というのを、私は

目標として持つべきかなと。恐らく阿古市長も、そのぐらいの先の読みをこの農地を使って

考えていただいていると思うんですけど、市長ちょっとだけでも頭の中にある遊休、耕作放

棄地の考え方を持っておられたらお聞きをしたいなと思うんですけども、お願いします。
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この視察先のキウイ農園もさることながら、移動中のトウモロコシ畑の車中から見たの

もすごく印象的だったんですけど、市長、増田委員からのご指名ですんで、何か。

阿古市長。

阿古市長 これまた、予算委員会のときか何かに、もしかしたらお話ししていたかも分かりませんね

けども、今その計画を策定しておりますので、その計画をお待ちいただきたいなと思います。

もう基本的な考え方としては、もう今の社会状況、今現状が、耕作放棄地が増えるという現

状をもう的確に認識しないといけないということです。ということはなぜかというと、今ま

でいろんな農政の政策を国を中心として取ってきた。それでは今の状況は防げないというこ

となんです。ですから、新たなステップに進まないといけない、新たな考え方を導入しない

といけないのではないかというのが、一応提起させていただいた問題点でございましたので、

その件につきまして、今検討している最中でございますので、その検討がまとまりましたら、

ご報告をさせていただきたいと思います。

以上でございます。

増田委員も、それから阿古市長も、認識というか方向性というか、一緒というか、そう

いうことを理解いたしました。

ほか。

西川委員。

西川委員 地域計画はまだなかなか進んでいってないんですけど、市の方向性として、當麻側のほう、

結構田んぼのほう区画整理事業でやられてて、やっぱりこっちの山手のほうは耕作しにくい、

土地柄もありまして、何やったら農振地域やのに水が入らないとかというところも多々聞い

ているところもありますし、国が今こうやって減反、実質減反のところから増産に向かうよ

うな話になってきている中で、三重県のほうでも、たしか例えば、耕作しやすいように、田

を１つ、ちっちゃい田んぼが１つの田を大きくするとか、そういう形を取られていっている

ところもあったんで、市としてそういう方向、地域計画を定めた上で、市としてももっかい

圃場整備といいますか、そういうところは考えていかれるのかどうかというところを聞かせ

ていただきたいなと思います。

圃場整備についての考え方ですね。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。

圃場整備という大きなところまでいくのかというようなところは、まだ何ともお答えしに

くいところなんですけども、委員おっしゃられた畦畔を削って農地を使いやすいようにする、

いわゆる集約的なところに関しましては、これはいわゆる補助的な事業の中でできないのか

というのも、これも１つ案としてと言いますか、いろんな考え方の中で、こういうこともあ

るなというようなところでは、事務担当レベルの中では相談しておると。そのほかにも、各

市町のいろんな施策を今いろいろ検討しながら、事務担レベルで、ああでもない、こうでも

ないというような話もしているような状況の中で、今のご意見も踏まえまして、いいような

方向で進んでいければというようなところで考えておるというところで、よろしくお願いし
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たいと思います。

以上でございます。

西川委員。

西川委員 地域計画をしっかり定めていただいて、大規模化というところも考えていく中で、やっぱ

り耕作しやすいような形に持っていってあげんのも市としての責務もあるんかなと思います

ので、その辺はやっぱり難しいこともあると思いますけども、できるだけそういう形で、大

規模でやられていくんでしたら、やっぱりそういうことも頭に入れてやっていただきたいな

というところでございます。

ほかにございませんか。

柴田副委員長。

柴田副委員長 私のほうからは、山麓とかはもうはっきりと農地がほとんどで、点々と家が建ってい

るというような感じなんですけど、平地のほうに行きますと、住宅とそれから農地と隣り合

っていたりとか、住宅開発が進んでいる中でぽつんと残された空き地というか田んぼがもう

そのままになっていて、草がぼうぼうとなっているとかということで、それで困っていらっ

しゃる方もいたりされるんですけれども、そういった住宅地とそれから農地とが、こういう

ふうに、そういうふうに隣り合っている中で農業をされている方が、やはり植えるものによ

っては農薬をまかないといけないという中で、住民の方から文句を言われたりとか、あとも

う既にいろんなことを燃やしたりとかもできなくなっているというところで、市としては、

そういった耕作放棄地とかも、これからどのようにされていくのか。広い農地は別にこれか

らいろいろ考えられると思うんですけど、住宅地の間、間にあるような、そういった耕作放

棄地に関しては、どのように考えられているか教えてください。

山岡課長。

山岡農林課長 農林課の山岡でございます。

今、副委員長おっしゃられましたように、本当に耕作放棄地というのも、山手のほうの耕

作放棄地もあれば、このまちなかの放棄地、いわゆる誰もされないというようなところもあ

りまして、確かに近年では、そういう公害雑草といいますか、草刈られてないよというよう

な連絡等、年々増えていっているような状況でございます。その部分についても、耕作放棄

地の対策の中で、その部分はその部分として考えていかなければならないというような認識

を持っておる中で、今具体案として、なかなかお話はできないんですけども、その部分も耕

作放棄地対策というような１つの方向性というところを見いだせていけたらなというところ

で考えておるところでございます。

以上でございます。

柴田副委員長。

柴田副委員長 ぜひ考えていただきたいです。というのも、今そういった場所で農業を一生懸命、継

続しようと頑張っている方も、本当に半ばそういったいろんな周辺からの文句みたいなのが

あって、もう諦めかけている方もお話の中で、私もお話しさせていただいたりするので、ぜ

ひとも、言えばまちづくりですよね、全体のまちづくりとして、考えていっていただきたい
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というふうに思っております。

そうですね。地域、地域の事情に応じた対策というふうなことですね。

ほかにございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

ないようであれば、本件につきましては以上といたします。

次に、２、令和７年度一般会計予算に対する附帯決議に関する報告についてを議題といた

します。

本件につきまして、理事者より報告願います。

植田産業観光部長。

植田産業観光部長 産業観光部の植田でございます。よろしくお願いします。

令和７年度一般会計予算に対する附帯決議に関する報告についてご説明させていただきま

す。

業、12節（仮称）西の山の辺の道調査等業務委託料150万円について、附帯項目が付せられ

ており、その項目の中で協議会設立を早期に行うこととございます。今回は、本事業の６か

月ごとの進捗及び内容についてご報告させていただくものでございます。

それでは、別にお配りしております資料に基づき、課長のほうから説明させていただきま

す。

増田商工観光プロモーション課長。

増田商工観光プロモーション課長 商工観光プロモーション課の増田です。どうぞよろしくお願いし

ます。

それでは、配付させていただいております資料18のほうをご覧いただけますでしょうか。

（仮称）西の山の辺の道事業につきましては、現在、御所市との広域連携による事業の実施

を目指しているところでございます。現在の進捗状況といたしましては、両市の担当者にて、

の確認をしております。また先日、両市の担当部課長で奈良県観光局長を訪問し、事業の実

施に対する協力依頼を行ってまいりました。

なお、公募型プロポーザルにより公募をしておりました（仮称）西の山の辺の道調査等業

務委託につきましては、７月下旬に契約を締結し、現在は業者との打合せを行っているとこ

ろでございます。

今後の予定でございますが、（仮称）西の山の辺の道につきましては、地域の皆様からの

ご意見をいただきまして、ルートについての検討を行っていきたいと考えております。10月

上旬に調査等業務委託に係る現地調査を行う予定ですが、それに伴いまして、まず９月下旬

にキックオフ会議を開催する予定でございます。御所市との連携につきましては、今後山麓

エリアの活性化や観光の促進につきまして、どのような連携ができるのかなど検討してまい

りたいと考えております。

なお、御所市との連携に係る協議会の設立や協定の締結等につきましては、どのような手
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法が有効なのかを慎重に協議いたしまして、双方で調整をしていく予定でございます。

簡単ではございますが、報告は以上でございます。

ただいま報告願いましたが、このことについて何かご質問等ございませんでしょうか。

大丈夫ですか。

（「なし」の声あり）

ないようであれば、本件につきましては以上といたします。

議題といたします。

本件について、理事者より報告願います。

高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

日に開催いたしました。その概要につきまして、企画政策課よりご報告させていただきます。

西川企画政策課長。

西川企画政策課長 企画政策課の西川です。よろしくお願いいたします。

説明させていただきます。今回はアンケート調査を中心に説明させていただきます。

まず、配付しております資料１、アンケート調査実施方法をご覧ください。今回のアンケ

ート調査については、４種類の方法で行います。

まず、左上の一般調査については、18歳以上の市民を対象としたアンケートとなっており、

無作為抽出した18歳以上の市民3,000人に対し、調査票を郵送し、回答は、紙回収またはウ

ェブにて回答していただけるものとなっております。また、より多くの方にご回答いただけ

るよう、市ホームページからも回答を可能とし、郵送した3,000人以外の方も回答いただけ

るようにしております。

次に、右上、一般調査（はがき）については、先ほど説明いたしました3,000通の調査票

のほかに、追加でウェブアンケートのホームのＱＲコードを記載したはがき2,000通を送付

し、回答数を確保する予定です。2,000通の送付の対象として、高校生年代の市民約1,200名

及びウェブ回答に抵抗がない若年層を対象として、一般調査のアンケート対象者と重複しな

い市民約800名に対して送付予定です。

次に、左下の小・中学生を対象としたアンケートについては、市内の公立小・中学校に通

う全ての小・中学生に対して学校にご協力いただき、アンケート調査を実施する予定です。

授業の一環として実施いただき、ＱＲコードを記載したプリント等を配布し、タブレットで

回答いただく予定としております。先ほどの高校生年代向けアンケートと小・中学生向けア

ンケートについては、第二次総合計画のときには実施していなかった新しい取組となってお
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大切なふるさとであり続けるには、どのようなまちづくりを行っていくべきかなどの視点で

意見を聞くことを目的としております。

続いて、右下、市外モニターをご覧ください。こちらにつきましては、近畿２府４県の市

外在住のアンケートサイトに登録のあるモニター１万人を対象にアンケートを実施するもの

です。こちらについても第二次総合計画のときには実施していなかった新しい取組となって

ージ等を調査することにより、移住、定住や観光という視点から必要な分析を行うための情

報の収集を目的としております。

次に、アンケート調査表について説明させていただきます。資料２をご覧ください。こち

らは、一般向けのアンケート調査表となっております。アンケート内容についてですが、第

二次総合計画策定時に行ったアンケートの内容を踏襲している設問が多くあります。これは、

同じ設問を設定することにより、前回アンケート時からどのような変化があるかを分析する

ためです。

次に、２ページをご覧ください。まず、問１から問７までは、本人の性別、年齢、世帯状

市の居住年数、居住するきっかけの設問となっております。

続いて、４ページ、問10、問14をご覧ください。これらの設問は、今回新たに設定した設

問となっており、市民の幸福度、いわゆるウェルビーイングに関する設問となっております。

ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に良好な状態を指し、近年、国でも調査を

改善に向けて活用することを目的に設定しております。問11については、ご本人の幸福度の

判断に重要な項目の設問になります。

ころ、問16では現在不安なことと、10年後の生活を考えたときに不安なことの設問になりま

す。６ページ、問17では、住まいを選ぶ際に重視すること、問18は今後の居住予定を、問19

では、問18で転居予定と回答された方に対して、問17での重視することが向上すれば住み続

けるかという設問であります。

問20から問23までは、結婚、出産、子育てについての設問であり、問20では結婚の有無を、

問21では現在の子どもの人数と理想の子どもの人数を、問22では理想の子どもの人数より現

在の子どもの人数が少ない方に対しての理由を聞く設問となります。問23は結婚、出産、子

育ての希望のための支援策についての質問となります。

８ページの問24は、第二次総合計画の各施策についての満足度と重要度になっております。

９ページの問25から問29については、情報提供、情報発信に関する質問となっております。

問25では、市の情報の入手手段を、問26では、その情報発信の満足度、問27では、積極的に

発信すべき情報を、問28では、情報発信手段として積極的に活用すべきものを、問29では、

相撲発祥の地の認知度を問う設問となっております。
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10ページ、問30から問31は、市政運営や市民参画の設問になっており、問30では地域活動

への参加状況を、問31では、市政、まちづくりへの参加意向を問う設問になっております。

続いて、11ページ、問32から36をご覧ください。こちらは、同時期に策定予定の都市計画

マスタープランに関する質問となっております。今回のアンケートについては、経費や効率

化等の観点から、１つのアンケートとして実施いたします。

から⑧のそれぞれの分野で力を入れて取り組んでいくべき項目についてを、15ページ、問38

では、人口増加を続けていくための施策についてを、問39では、ＤＸで実現してほしいこと

を、16ページ、問40では、将来どのようなイメージのまちになってほしいかを問う設問とな

っております。最後の問41は、自由回答としております。

続きまして、資料３をご覧ください。こちらは小学生、中学生、高校生年代のアンケート

となっております。内容につきましては、先ほど説明いたしました住民向けアンケートの内

容について、年齢等を考慮し、一部設問をピックアップし、表現等を分かりやすいものに変

更して作成しております。本日の資料については、紙ベースの資料でご覧いただいておりま

すが、実際にアンケートする際はウェブにて実施します。紙の資料では、設問ごとに回答者

が小・中学生のみ、高校生のみ、全員と分かれており、分かりづらい表記となっております

が、実際回答する場合は、問２で回答者が小・中学生か高校生が決まった段階で、ウェブ回

答ページ上で設問が分岐し、該当しない世代の設問については表記されず、回答を進めてい

ただけるようになっております。

続いて、資料４をご覧ください。こちらは近畿２府４県の市外モニター１万人に対するア

ンケート調査となります。１ページ目をご覧ください。市外モニターアンケートについては、

対象エリアや年代の割りづけをすることが可能となっております。今回のアンケートについ

度が高く、イメージ調査をする上でデータが集まる見込みが高いことや、奈良県内からの転

入が現状一番多いことから、移住・定住に関するデータを取る対象として重要であること。

ることから、比重を高めております。年代については、若年層を中心に、若者世代、子育て

世帯の比重を高くしております。アンケート内容については、主に認知度、移住・定住に関

する考え方、観光に関する設問を設定しております。

これまでご説明させていただきましたアンケートにつきましては、去る８月18日に開催し

ました第１回策定審議会でおおむね承認いただき、微修正につきましては、事務局に一任さ

せていただいております。修正した部分については、会長、副会長に了承いただきましたの

で、本内容でアンケートを実施する予定です。

次に、今後のスケジュールについて説明させていただきます。資料５をご覧ください。今

回説明させていただいたアンケートについては、一般調査については、今週以降に発送する

予定となっております。小・中学生については、９月下旬から10月上旬頃に各学校にてタブ
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レットで回答いただく予定をしております。

なお、次回の策定審議会については、表中に示しております、下部に数字で記載しており

ます第２回審議会については、12月頃の開催を予定しております。主な内容としては、アン

ケート結果の報告を行い、計画素案について協議いただく予定となっております。その後、

策定審議会にて協議いただいた計画素案を基に市政フォーラムを開催する予定です。また、

参考資料１として、策定審議会でアンケート調査についていただいた内容とその修正の有無

や対応について、また、８月18日に開催しました議事録を参考資料２として作成しておりま

すので、後ほどご覧いただければと思います。

ていただきます。よろしくお願いいたします。

ただいま報告願いましたが、このことについて何かご質問等……。

奥本議長。

奥本議長 ちょっと委員長に対して、この委員会のこの総合計画についての進め方なんですけども、

そもそもこれ附属機関の見直しということで、議員からは委員会にというか、入らないとい

うこと決まりました。ですから、まずは、この総合計画策定委員会のところの会議の内容を

説明していただくというのがまず筋かなと思うんです。特に１回目の委員会、私も傍聴で参

加させていただきましたけども、前回の総合計画のＫＰＩの達成指標というの、これ重要で

すんで、その報告ないんで、それを基にアンケートを考えたという経緯がありますし、どう

いったメンバーが選ばれたのかというところですよね。行政の委員会に対する参加体制とか、

その辺りの基本的なまず説明というか、会議のことを報告いただかないと、我々が附属機関

の役割の見直しということで、議員がもう入ってないんで、一切その辺分からないんです。

まずはそこを説明していただくというところ、その中で今回の重要案件としてアンケートを

考えました、こうやりますというんであればいいんですけど、いきなりアンケート入られる

と、見てらっしゃる方も何のことか分からない。議会もやっぱり出席していない議員は、そ

の辺何があったのか分からないというふうになりますんで、まず、そこのところの進め方で

すね。今後一応、こういう形でもう一切我々議員は入りませんので、そういった特にこの総

合計画については最上位計画ですんで、やはり議会に対してのどういうことがあったかとい

う説明はまず必要だと思います。

今、議長のほうからもお話がありましたけれども、総合計画というのは最上位計画でも

ありますし、総合戦略もこれ５年ごとで大事なことなんですけれども、これについて、傍聴

に行かれた、委員の中にもいらっしゃると思いますが、そうでない方もいらっしゃいますの

で、私もその場には傍聴で参加しておったんですが、策定委員会について、今、議長からも

話がありましたけれども、先ほど８月18日に開催されたということのご報告のみでありまし

たが、もうちょっとその辺り詳細にご報告いただけますでしょうか。ちょっと難しいですか。

一旦、暫時休憩をいたします。

休 憩 午前１１時５９分

再 開 午後 ０時１３分
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休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

この後、暫時休憩に入りますが、１時半、午後、13時半から午後の会議を再開いたします。

それでは、休憩に入ります。

休 憩 午後０時１４分

再 開 午後１時３０分

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

についてご報告願ったところでありますけれども、これの策定委員会、これについての詳細

の説明を願いたいと思います。

西川課長。

西川企画政策課長 企画政策課の西川です。よろしくお願いいたします。

委員長にいただきました策定に向けての取組状況について、まず説明させていただきます。

市の最上位計画に位置づけられておりますこの総合計画につきましては、現在平成29年度

施策に取り組んでいるところですが、この計画終了期間まであと１年半余りとなっていると

けて取り組んでいるところです。また、総合戦略につきましても、人口減少克服、地方創生

を目的とした計画であり、現行の第二次総合計画と、第２期総合戦略は、計画期間の終了時

期に２年間のずれが生じておりましたので、お互いの整合性の確保や作業内容の重複等の課

題等の解決のため、昨年、第２期総合戦略の計画期間を２年間延長し、お互いの計画期間の

終了時期を合わせて、現在は令和９年度を始まりとする、この総合計画、総合戦略の策定に

向けて進めているところでございます。この総合計画、総合戦略の策定に当たりまして、３

策定審議会の委員を委嘱させていただきました。

まず、識見を有する者といたしましては、総合戦略に入っていただいた産官学労金の方を

中心に検討させていただきまして、あと、現在関西大学と連携協定を締結しておりますので、

その点を考慮し、こども・若者サポートセンターの石田陽彦先生に人選をお願いしたところ、

関西大学環境都市工学部教授の北詰教授をご紹介いただいたところでございます。そのほか

に関係行政機関の職員として奈良県庁の市町村振興課長でありますとか、公共的団体の役員

ただいたところです。また、一般公募につきましては、当初２名という予定をしておりまし

たが、７名の応募がございましたので、３名、一般公募から市民の意見を幅広く聞きたいと

いうことで選任させていただきました。それに基づきまして、先月の８月18日、第１回策定

審議会を開催させていただいたところでございます。
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まず、会長、副会長の選任につきましては、先ほど申し上げました関西大学都市工学部教

授、北詰先生におかれましては、他の自治体の計画策定にも携わった経験をお持ちであった

ことから、会長として就任いただいたところです。また、副会長の村瀬様につきましては、

奈良県立大学地域創造学部の准教授であり、総合戦略の策定の際にも委員長としてお勤めし

ていただいた経験がございますので、副会長として選任させていただきました。

その中で、第１回策定委員会での資料として説明さしあげました資料といたしまして、本

略の実績報告についてということで説明させていただきました。ただし、これにつきまして

は、現在計画期間中でありますので、現在の総合計画の施策を次期総合計画、総合戦略等に

反映することにつきましては、この現行の総合計画、総合戦略の際に設定した政策目標であ

りますとか、施策目標における達成度をはかる指標でありますとか、ＫＰＩの達成状況、未

達成状況を分析した上で、反映していくか否かを検討していきたいと考えております。達成

したもの、未達成のものそれぞれいろいろあると思うんですけども、達成したものについて

は、どのような施策が効果的であったのかとか、また、未達成のものにつきましては、事業

内容の効果がどうであったのか、また、事業が終了したため、生活指標として取れないもの

でありますとか、そもそも指標とか、ＫＰＩが適切であったのかなど、詳細な分析が必要で

あると考えております。その上で、今回実施するアンケート調査の結果と総合的に判断した

上で、第三次総合計画及び第３期総合戦略に反映するかどうかを検討したいと考えておりま

す。また、この市民に意見を聴取し、この第三次総合計画等への施策を反映する指標として、

先ほど説明させていただきましたアンケートを行う予定であります。

以上です。よろしくお願いします。

ただいま報告願いましたが、このことについて何かご質問等ございませんでしょうか。

よろしいですか。

（「なし」の声あり）

ないようであれば、本件につきましては……。

増田委員。

増田委員 私も傍聴というんですか、聞かせていただいて、今ご説明いただいた内容について、その

日、お聞かせを願いました。以前に私、この策定委員の方からご意見を頂戴したことがあり

ます。何かというと、これ担当の企画政策課、いろいろとご努力願って、１つのたたき台と

いいますか、指標といいますか、文書的にはつくっていただいて、それを業務委託をして、

コンサルのほうにもご協力を願って策定をされるという手順になるんですけれども、あくま

でも、策定委員の方おっしゃられてたんは、あくまでもコンサルのアドバイスもいただいた

中で、市としてこういうものをつくるという形を整えていただきたい。以前の会議の中で、

コンサルさんが内容的に説明をされたということで、ちょっと待ってくれと。担当課、しっ

かりと説明、答弁も含めて、進めるんじゃないですかというふうなこともご意見として頂戴

したんで、参考のために、ご承知おきをいただきたいと思います。

分かりました。ご意見ということで伺います。
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ほかにございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

ないようであれば、本件につきましては以上といたします。

以上で本日の審査事項は全て終了いたしました。

朝から始まりまして、お昼をまたいでの慎重審議、大変お疲れさまでございました。耕作

ばいけない問題もあります。理事者側におかれましても、もちろん、これについていろいろ

と調査、慎重にされていることと思いますが、引き続きよろしくお願いをしたいと思います。

これをもって総務建設常任委員会を閉会いたします。

閉 会 午後１時３９分

委員会条例第28条の規定によりここに署名する。

総務建設常任委員会委員長


